
標準市議会会議規則の一部改正について 

 

 

【改正趣旨】 

 近年の男女共同参画の状況にかんがみ、地方議会においても男女共同参画を 

考慮した議会活動を促進するため、標準市議会会議規則中、会議への欠席に 

関する規定（第２条）の一部を改正するもの。 

 なお、委員会の欠席（同規則第９１条）についても同様の改正を行うもの。 

 

 

 

【改正文】 

第２条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開 

 議時刻までに議長に届け出なければならない。 

２ 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長 

 に欠席届を提出することができる。 

 

第９１条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の

開議時刻までに委員長に届け出なければならない。 

２ 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員 

 長に欠席届を提出することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 


